
令和６年度 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会

日 時：令和６年12月5日（木）14:05～14:50

会 場：広島市総合福祉センター ５階 ホール

人間生活学科 中井 俊雄

包括的支援体制の整備
と地区社協活動拠点

「それ、ええね！」発見・共有会



ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 人間生活学科（社会福祉士養成課程）

社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・介護支援専門員など

・厚生労働省 社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用状況の実態把握と
更なる活用等に関する調査研究事業」（日本社会福祉士会）委員会委員

・岡山県福祉サービス第三者評価推進委員会 副委員長

・岡山県精神医療審査会 予備委員

・岡山県地区防災計画等作成推進協議会 アドバイザー

・岡山県備北保健所新見支所「思春期の心の健康相談」相談員

・岡山県版福祉教育ガイドブック作成検討会 委員長

・岡山県ボランティア・NPO活動支援センター 運営委員

・岡山県社会福祉士会 災害支援委員会 委員長

・岡山市障害者総合支援審査会 委員

・岡山市成年後見支援センター 運営委員

・倉敷市社会福祉協議会 法人後見運営委員会 委員長

・瀬戸内市生活困窮者自立支援ネットワーク会議 アドバイザー

・尾道市おのまる会議（重層的支援体制整備事業） 委員長

・尾道市ひきこもり支援ステーション みらいネット会議 委員長

・総社市ひきこもり支援等検討委員会 委員長

・総社市生活困窮支援センター協議会 委員（就労支援部会 部会長）

・総社市権利擁護センター運営委員会 委員

・総社市権利擁護センター支援検討委員会 委員長

・総社市総社中央地区地域づくり協議会 副会長

・新見公立大学 健康科学部 地域福祉学科 非常勤講師 など

総社市社会福祉協議会（27年間勤務）

・事務局次長・障害者地域活動支援センター長・障害者基幹相談支援センター長

・権利擁護センター長・生活困窮支援センター長・ひきこもり支援センター長 など

前職

自己紹介

所属

資格

活動
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地区社協で展開される地域づくり（イメージ）

育児の先輩として
子育て世代と交流

地区の住民同士が交
流する機会ができた

他分野の情報
に触れる出典：厚生労働省（一部改変） 3



地区社協で展開される地域づくり（イメージ）

地区社協

一人の気づきから、
それに共感した住民
同士のつながりが強
化され、住民が主体
となった分野横断的
な取り組みが創出

「一人暮らしの高齢者や障害を持った人など誰でも気軽に集える場が身近にはない」
と気づき「地域の居場所」の創出につながった

出典：厚生労働省（一部改変） 4



5出典：厚生労働省



社会福祉法第106条の3
（包括的な支援体制の整備）

6

（包括的な支援体制の整備）

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじ
めとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置
を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協
力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制
を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施

その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情
報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることがで
きる体制の整備に関する施策

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者
その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、
その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめと
する前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針を公表するものとする。

2017年改正で新設



7出典：厚生労働省



① 理念・思想としての共生社会
• 障害者福祉分野から提起され，社会全体を対象としたノーマライゼーション

• 障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会
（共生社会）を目指す

② 実践・運動としての共生ケア（共生型サービス）

• 障害当事者運動や富山型デイサービスのような地域のなかで「ごちゃまぜ」を
大切にした取り組みや実践

• インクルーシブな社会，「ソーシャル・インクルージョン」（社会的包摂）を
目指す取り組み

• ダイバーシティ（多様性），その人のありのままを大切にすること

③ 社会構造、福祉ニーズの変化
• 人口減少社会や家族機能の変化、社会的孤立の進展により、複合化・複雑化し
た諸問題が顕在化

④ 社会政策としての「地域共生社会政策」
• 社会保障改革としての地域共生社会政策として捉える必要性

⑤ 地域福祉研究

（出典：原田正樹（2021）「地域共生社会政策と地域福祉研究」日本地域福祉学会を一部改変）

地域共生社会の５つの切り口
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9出典：内閣府
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多様性

それぞれの違いが
認められている状態

違いを尊重し，互
いに活かすことで
組織が活性化され
ている状態

DE＆I（ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン）

（出典：株式会社BOD）

公平性
Equality（平等）とは違う

包括性



出典：厚生労働省 11

地域共生社会の実現に向けて（前提の共有）

高齢化の中で人口減少が進行している日本では、福祉ニーズも多様化・複雑化
しています。
人口減による担い手の不足や、血縁、地縁、社縁といったつながりが弱まって
いる現状を踏まえ、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすい
ような環境を整える新たなアプローチが求められています。



単身世帯は、2040年で約４割に達する見込み

12
出典：厚生労働省



生涯未婚率の推移
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出典：厚生労働省



65歳以上の者のいる世帯数の構成割合の推移

14
出典：厚生労働省



「家族以外の人」と交流のない人の割合

15
出典：厚生労働省
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付き合っている 付き合っていない

現在の地域での付き合いの程度

出典：令和４年度 社会意識に関する世論調査



高齢者の近隣とのつながりの状況

17
出典：厚生労働省



出典：平成30年版 厚生労働白書

障害者数の推移
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精神障害者数の年齢別推移（外来）

19
出典：令和６年版障害者白書



「子どもの幸福度」の総合順位

-世界第20位（38カ国中,以下3つの総合順位）

•精神的幸福度：37位
•生活満足度が高い子どもの割合、自殺率

•身体的健康：1位
•子どもの死亡率、過体重・肥満の子ども
の割合

•スキル：27位
•読解力・数学分野の学力、社会的スキル

（出典：日本ユニセフ協会『ユニセフ「レポートカード16」』）

日本の子どもたちの今…

20



（出典：日本ユニセフ協会『ユニセフ「レポートカード16」』）

• 日本は、生活に満足していると答えた子どもの割合が
最も低い国の一つでした。生活全般への満足度を0か
ら10までの数字で表す設問で、6以上と答えた子ども
は、日本では62%のみでした。6以上ですから、それほ
ど高いレベルではないはずなのですが、62%だったの
です。自殺率も平均より高く、その結果、精神的幸福
度の低いランキングとなりました。

精神的幸福度 37／38
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（出典：日本ユニセフ協会『ユニセフ「レポートカード16」』）

• 学力の指標である、数学・読解力で基礎的習熟度に達
している子どもの割合では、日本はトップ５に入りま
す。一方で、社会的スキルをみると、ここにも両極端
な傾向を示す日本のパラドックスが見てとれます。
「すぐに友達ができる」と答えた子どもの割合は、日
本はチリに次いで２番目に低く、30%以上の子どもが、
そうは思っていないという結果だったのです。

スキル 27／38
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自殺の現状

出典：厚生労働省 令和５年版自殺対策白書



小中高生の自殺者数の推移

24
出典：令和６年版厚生労働白書



文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」

いじめの状況
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文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」

小・中学校における不登校の状況

26
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福祉対象者像の拡大と変容

• これまでの福祉対象者像と支援の枠組み
• 高 齢 者―― 要介護、認知症、独居など

• 児 童―― 孤児、虐待、不登校、障害児など

• 障 害 者―― 身体障害・知的障害・精神障害・発達障害、難病など

• 低所得者―― 生活保護、生活困窮など

• 女 性―― 売春、家庭内暴力、母子寡婦など

• ニーズの拡大と福祉対象者像の変化
• 育児と介護のダブルケア

• 障害を持つ子と親の要介護状態

• 病気の治療と就労の両立

• メンタルヘルスに課題を抱えながら子の養育

• 刑務所からの出所後に孤立し生活困窮

• ひきこもり状態にある方やその家族



内閣官房孤独・孤立対策担当室「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和５年）調査結果のポイント」

孤立の状況
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内閣官房孤独・孤立対策担当室「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和５年）調査結果のポイント」

孤立の状況
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社会活動に参加したいと思わない理由

30出典：令和５年版高齢社会白書
資料：内閣府「高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」（令和3年度）



地域共生社会とは

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、
地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が
世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会を指しています。

31出典：厚生労働省



私たちがめざす自立と自律

• あなた自身は、どう自立していますか？

• なぜ自立できないのか？その理由を考えてみると…
• 誰にも頼らない人、誰にも頼れない人（受援力の低い人！）

• 自立（independence）（依存：dependence）

• 他の援助を受けずに自分の力で身を立てること

⇒障害があっても能力を活用して社会活動に参加すること

• 相互依存（相互実現的自立）（interdependence）：持ちつ持たれつ

≠共依存：愛情という名の支配（codependence）

• 自律（autonomy）
• 個人が主体的にみずからの生き方を追求できること（菊池）

• 他人支配されることなく、自分で決定を下す能力、機会

ケアリングコミュニティ

32

日常生活自立

経済的自立（就労）

社会生活自立（社会参加）



相互実現的自立ってどういうこと？

その立場になった時に
何をしてほしい？

どうしたい？ どうしてもらいたい？

相手の立場に立って
考えると…

ケアリングコミュニティの実現を目指して！
「支える、支えられる」という一方的な関係ではなく、
「相互に支え合う」地域をめざす

33



地域住民の活躍

民生委員

福祉委員

ご近所さん

地区社協

地区社協での協議

民生委員会や町内会で共有

地域住民
ひきこもりサポーター

ひきこもり
当事者

地域社会が変化

地域でニーズキャッチ

関係・役割の変化

34CSW

CSW



地区社協が担う地域のプラットフォーム（イメージ）

分野、領域を超えた地域づくりの担い手が出会い、新たなつながりの中から更なる展開を
生むための“場”（拠点、機会等）
行政主導の展開ではなく、これまでつながりが薄かった様々な関係者が新たに出会い、気
づきや学びを得て、目指す方向性や将来像を共有しながら、地域における多種多様な活動
が活性化されていくプロセスが、地域自体の継続性を高めることにもつながっていく
出典：厚生労働省（一部改変） 35



地域生活は専門職だけでは支えられない

36



地域共生社会の実現をめざして

37

制度
支援

意識
活動

地域
共生
社会

包括的支援体制
重層的支援体制整備事業
地域福祉計画
専門職の配置
総合相談支援

多様な出会い
支えあいの意識
地域づくりへの参加
福祉の学びあいの場
福祉教育の推進

相互に支え合う地域
ケアリングコミュニティ

地域共生社会運動

（出典：原田正樹（2021）「地域共生社会政策と地域福祉研究」日本地域福祉学会を一部改変）

拠点 実践 地域づくり



（出典：原田正樹「包括的支援体制の制度的理解・考え方」）



• 探検・発見・ほっとけん（美作大学 小坂田教授）

– 対象者の発見（把握）

– アセスメント（査定）

– 支援（支援拒否・外出困難・音信不通・見守り…）

– 地域づくり

• 特定の人だけでなく，緩やかに，多くの
人とつながっていくことが大切

• 問題が発生した時に思い出してもらえる
よう，種をまく

• 押しつけ（がましく）ない

• 緩やかな，広いつながりづくりと継続性
39

アウトリーチの必要性



地域住民だからこそできる活動を！

当事者

地域住民

専門職

代弁

共鳴
共感

上
下
関
係

葛藤

地域住民

地域住民だからこそ
できる活動を！

岡村重夫「地域福祉論」（1974）を基に作成 40
専門職

上
下
関
係

地域住民



• 「認める」とは，ありのままを「見（観察し）
て」，心に「留める」こと

• 否定しない・比較・評価しない

• 言い分をいったん聞く（⇆ わかってくれない）

• 物や事を「褒める」ではなく，人を「褒める」

– 絵を褒めるのではなく，絵を描いた人を褒める

– 着ている服を褒めるのではなく，その服を選んだ
相手（人）を褒める

• 存在自体を認める

• 当たり前のことを褒める

• 人と比較して褒めてはいけない
41

「認める」＆「褒める」できてます？



• 「見守る」と「監視」との違いは信頼の
有無

• まず「今日の姿」を見る（観察する）

• 「見（観察し）て」「守る」

• 観察するとは，変化に気づくこと

• 「守る」とは，「肌➡手➡目➡心」を
あわせて，（どこまで任せられるか），
（その都度）判断して行動すること
（「口」はありません…）

• 相手への信頼の度合いが大切です！
42

「見守る」とは…



• 好きなもの（事）を教えてください？

• 最近の口ぐせは何ですか？

• 最初に，どんな行動をとっていますか？

• どんな事に熱中していますか？

43

まずは相手のことを知る…
「観察」できていますか？



人を動かす力になるのは…

スキル
知識
態度

動機

価値観

行動特性

使命感

コンピテンシーの氷山モデル

「学歴や知能レベルが同等の外

交官（外務情報職員）が、なぜ

開発途上国駐在期間に業績格差

がつくのか？」という調査・研

究で「業績の高さと学歴や知能

はさほど比例することなく、高

業績者にはいくつか共通の行動

特性がある」と回答したことが

始まりとされている

ハイパフォーマーには、「能力」「技能」「力量」「適性」など、共通した、
高い成果につながる行動特性がある

44

情熱

感情
emotion

思い

熱意

信頼
trust

論理
logic



• 2014年11月22日午後10時8分ごろに発生した「長野県神城断層地
震」では、長野県白馬村の一部の集落に住宅被害が集中した。全壊50
棟、半壊91棟、一部損壊1426棟に及んだが、一人の死者も出してい
ない対応は防災モデルケースとして注目

• 白馬村堀之内地区では、住民26人が崩れた建物の下敷きになった

が、近隣住民によって全員救助された。住民は迷うことな
く1時間ほどで41世帯118人の安否を確認

• 高いコミュニティ意識と強い結び付きに加え、白馬村では4年前から

「住民支え合いマップ」を作成してきており、災害時の自

力避難が困難な高齢者や障がい者の住宅を地図に落とし込み、誰が
手助けするかを決めて地域住民で共有しており、今
回の地震でも安否確認や救助、支援が機敏に行われた

• 「マップの作成や更新を通じ、誰がどこにいるかお互い
にわかっていて、普段から声をかけ合う。何かあったと
きも『あの家にはお年寄りがいる』『あの家には何人住
んでいる』と、明快な指示が可能。そうした備えが死者
ゼロにつながった」白馬村社協の山岸事務局長（当時） 45
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• 住民は、行政施策や地域福祉活動・地域防災活動に対する個人情報
提供には厳しい…（民間企業のカードやポイント会員になるのに…）
• 人間関係・信頼関係が未形成（信じられない）

• 目に見える特典や見返り（メリット、効果、お得感）がない

• プライバシーかどうかは｢一般社会の規範」に基づいて決まるのでは
なく、「住民自身」が決めること（関係性や感性により一人ひとり
受け取り方、感じ方は違う）

• 秘密を守ることが目的ではなく、「秘密を守ることができる
人である」という信頼を得ることが重要（取扱場面云々でなく信
頼獲得が大切）

• 地域活動における個人情報保護問題は、「形式的・手続的に法令遵
守をしていれば良い」「同意書をもらっておけば良い」ではなく、
信頼を損なわないよう、想像力を働かせ配慮し、声かけや説明、関
係形成ができるかという、センスや関わり方の問題

• 顔の見える信頼関係が大切
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